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第２章 本市の環境の状況 

第１節 本市の概況 

１ 地理 

本市は広島県の西部に位置し、広島湾に面しています。東西は４９.９ｋｍ、南北は   

３５.４ｋｍ（令和５年４月１日現在）で、総面積は、９０６.６９ｋ㎡（令和６年１０月１

日現在）です。 

本市の区域のうち、平地部は、広島平野、海田平野及び五日市低地から成り、その大部分

は太田川の三角州（デルタ）上に位置します。この平地部に丘陵地及び台地が隣接し、北部、

東部及び西部に広がる山地には、標高６００ｍ以上の山岳が多く点在します。 

河川の水系には、太田川水系、瀬野川水系及び八幡川水系があり、このうち太田川水系の

太田川は、下流で太田川（太田川放水路）、天満川、旧太田川（本川）、元安川、京橋川及

び猿猴川の六つの河川に分岐して広島湾に注いでいます。 

 

資料 広島市統計書、令和６年版広島市勢要覧 

 

 

 

 

図１  本市の区域図 

資料 令和６年版広島市勢要覧 
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２ 気象 

本市の気候は、温暖で降水量の少ない「瀬戸内気候区」に属しています。 

本市では、夏・冬の季節風が中国山地や四国山地に遮られることから、平均気温（令和元

年～令和５年の平均値）は、１月が６．１℃、８月が２９．０℃、年間では１７．２℃と比

較的温暖です。 

年降水量（令和元年～令和５年の平均値）は、１，６６９．６ｍｍと瀬戸内気候区として

はやや多くなっています。水害の原因となる多雨は梅雨期の集中豪雨と台風によるものが主

であり、１０月中旬から３月までの約６か月間は乾燥期で、雨は少なく晴天の日が多くなり

ます。 

年日照時間（令和元年～令和５年の平均値）は２，１６５．４時間で、比較的日照に恵ま

れています。 

平均風速（令和元年～令和５年の平均値）は、秒速３．３ｍです。 
 

資料 広島市統計書、広島地方気象台 
 

３ 人口・世帯数 

⑴ 人口 

本市の総人口（令和６年９月末現在）は、約１１７万人です。年齢階層別人口は、年少

人口（０～１４歳）が約１４万７千人（１２．５％）、生産年齢人口（１５～６４歳）が

約７１万６千人（６１.０％）、老年人口（６５歳以上）が約３１万１千人（２６．５％）

です。 

本市の人口及び人口構成の推移を見ると、本市の総人口は令和２年頃をピークに緩やか

に減少し、令和３２年には約１０５万人になる見込みです。 

また、年少人口及び生産年齢人口の減少並びに老年人口の増加に伴って高齢化が進行し、

高齢化率（総人口に占める老年人口の割合）は、令和３２年には３５．３％になる見込みです。 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

   

 

 

   

   

 

図２  本市の人口及び人口構成の推移 

資料（H12～R2 年）  国勢調査（１０月１日現在） 

資料（R6 年）   住民基本台帳登録人口（９月末現在） 

資料（R12～R32 年） 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（令和５年推計）」 

  

実績 推計 （万人） 
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⑵ 世帯数 

本市の世帯数（令和６年９月末現在）は、約５８万４千世帯です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３  本市の世帯数及び世帯構成の推移 

資料（H12～R2年） 国勢調査（１０月１日現在） 

資料（R6年）    住民基本台帳登録世帯数（９月末現在） 

 

＜参考：本市の総人口の将来展望＞  

本市は、来るべき人口減少に備え、人口に関して市民と認識を共有し、目指すべき将来の方

向と人口の将来展望を示した「世界に誇れる『まち』広島」人口ビジョンを策定しています。  

本市の「人口の将来展望」は、次のとおりです。 
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４ 地目別土地面積 

本市の地目別土地面積を見ると、平成１７年の旧佐伯郡湯来町との合併に伴い、山林の面

積、宅地面積及び合計面積が増加しています。また、田及び畑の面積が減少しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４  本市の地目別土地面積（各年１月１日現在） 

資料 広島市統計書 

注１ 土地面積には、公有地、公共用道路、公園等の課税対象外の土地の面積は含みません。 

注２ 端数処理により、合計が一致しない場合があります。 

（ha） 
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５ 産業構造 

令和２年の本市の産業分類別就業者数（令和２年１０月１日現在）を見ると、第１次産業

は約５千人（０．９％）、第２次産業は約１１万８千人（２０．９％）、第３次産業は約 

４２万４千人（７５．２％）となっています。 

平成１２年のデータと比較すると、第３次産業の構成比が増加しており、産業構造のサー

ビス化が進展しています。また、第１次産業及び第２次産業については、就業者数が減少し

ています。 

 

 

 

 

 

   

    

  

  

  

 

  

   

図５  本市の産業分類別就業者数（各年１０月１日現在） 

資料 国勢調査 

注１ 第１次産業：農業、林業及び漁業 

第２次産業：鉱業、採石業、砂利採取業、建設業及び製造業 

第３次産業：第１次産業、第２次産業及び分類不能の産業以外の産業 

注２ 端数処理により、合計が一致しない場合があります。 

 

表１ 本市の産業分類別就業者数の主な内訳（各年１０月１日現在） 

                                 （単位：人） 

区 分 平成 12 年 令和 2 年 

第１次産業 7,687 4,755 

 
6,978 4,105 4,594 

239 233 259 

第２次産業 137,275 118,098 

 
62,792 45,372 46,941 

74,453 72,689 76,580 

第３次産業 409,876 424,052 

 131,272 100,337 114,172 

分類不能の産業 10,084 16,776 

資料 国勢調査 

注 第１次産業：農業、林業及び漁業 

第２次産業：鉱業、採石業、砂利採取業、建設業及び製造業 

第３次産業：第１次産業、第２次産業及び分類不能の産業以外の産業 
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６ 交通の状況 

本市における公共交通機関の乗車人数は、令和２年度（2020 年度）に新型コロナウイルス

感染症の影響を受けて大幅に減少しました。近年は回復傾向にありますが、新たな生活様式

の定着や運転手不足を背景とする減便等により、令和６年度（2024 年度）は平成 12 年度

（2000年度）の約 92％の乗車人数となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６  本市における公共交通機関別乗車人数の推移 

資料 広島市統計書 

 

（万人/日） 

18.5 18.9 19.4 21.0 
16.6 

20.8 

19.5 17.7 16.5 
17.3 

12.4 

15.1 

11.2 
10.7 10.1 

10.6 

7.1 

8.7 

4.1 
3.7 3.5 

3.6 

2.6 

3.0 

5.3 
4.9 5.1 

6.1 

5.0 

6.6 

58.6 
55.9 54.6 

58.5 

43.7 

54.2 

0

10

20

30

40

50

60

70

平成12年度 17年度 22年度 27年度 令和2年度 6年度

アストラムライン

宮島線（市内駅分）

路面電車

バス（市内分）

ＪＲ（市内駅分）

合計



- １２ - 

3,858 4,884 4,882 4,874 4,874

42,448 

55,654 55,619 55,463 57,324

46,306 

60,538 60,501 
60,337 62,198

0

20,000

40,000

60,000

平成15年 20年 25年 30年 令和5年

森
林
面
積

民有林

国有林

第２節 本市の環境を取り巻く様々な課題 

１ 人口減少社会・超高齢社会の到来 

本市の総人口は、増加傾向から減少傾向に転じると予測されています。 

また、高齢化率は、令和３２年には３５．３％にまで達すると予測されています。 

人口減少や高齢化が進行すると、働き手の減少、生産・消費の落ち込みに伴う税収の減少、

社会保障費等の増大、交通弱者の増加等の様々な影響が生ずることが予想され、各分野にお

ける適切な対応が求められます。 

 

表２ 本市の人口の将来予測 

                                    （単位：万人） 

区 分 
令和 2 年 

実績 

令和 6 年 

実績 

令和 32 年 

推計 

総人口 120.1 117.4 104.7 

 

年少人口（0～14歳） 15.8(13.2%) 14.7(12.5%) 11.8(11.3%) 

生産年齢人口（15～64歳） 70.7(58.8%) 71.6(61.0%) 55.9(53.4%) 

老年人口（65歳以上） 30.1(25.1%) 31.1(26.5%) 37.0(35.3%) 

年齢不詳 3.5( 2.9%) － － 

資料（R2 年）  国勢調査（１０月１日現在） 

資料（R6 年）  住民基本台帳登録人口（９月末現在） 

資料（R32 年） 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口       

（令和５年推計）」 

 

２ 森林の荒廃 

本市の区域の約３分の２を占める森林は、木材の生産機能のほか、水源の涵
かん

養、土砂流出

の防止、生物の生息・生育環境の場としての機能、二酸化炭素の吸収等の様々な環境保全機

能を有しています。 

本市の森林面積は、平成１７年の旧佐伯郡湯来町との合併に伴い増加して以降、横ばいの

状況が続いていますが、森林所有者の高齢化等により、手入れが行き届かず、放置され、荒

廃が進んでいる森林が増えています。 

荒廃した森林では、森林が有する環境保全機能が低下するため、森林の保全に取り組む必

要があります。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

図７  本市の森林面積の推移（各年３月末現在） 

資料 太田川森林計画区域森林計画書、国有林地域別森林計画書 

注 「民有林」とは、国有林以外の森林（私有林、市有林等） 

（ha） 
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３ 農地の減少 

農地は、耕作の目的に供されるという本来の機能のほか、水源の涵
かん

養、雨水の一時貯蔵に

よる洪水の防止、生物の生息・生育環境の場としての機能、農村の景観の形成等の多面的機

能を有しています。 

本市の経営耕地面積は、平成１７年の旧佐伯郡湯来町との合併に伴い増加したものの、農

業従事者の高齢化、後継者不足等による耕作放棄地の増加、都市化の進展による農地転用の

増加等に伴い、令和２年の経営耕地面積は、平成２２年の約７５％の１，４５３ｈａにまで

減少しています。農地が有する多面的機能を持続的に発揮するためには、この減少を食い止

める必要があります。 

 

図８  本市の経営耕地面積及び耕作放棄地面積の推移（各年２月１日現在） 

資料 農林水産省「世界農林業センサス」、「農林業センサス」 

注 令和２年の耕作放棄地(総農家)は令和２年の農林業センサスから耕作放棄地の項目が削除され

       たため、面積不明です。 
 

４ 生物の多様性の危機 

都市開発、森林・農地の荒廃、外来種の導入、地球規模の気候変動等は、生物の生息・生

育環境の悪化をもたらし、生物の多様性は大きな危機に直面しています。地球上の種の絶滅

の速度の加速、需要の増加や技術の進歩による過剰利用や、里地里山の管理不足等により生

態系のバランスが崩れ、生態系サービスの恩恵を受け続けることが今後困難になる可能性が

高く、それを食い止めるために適切な対策を講じる必要があります。 

本市においても、多くの野生生物の絶滅が危惧されているため、その生息・生育環境の保

全を進める必要があります。 

一方で、イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル等、一部の野生鳥獣が生息域を拡大し、生態

系、市民生活、農林水産業等への被害（イノシシ等による農林業等に係る被害額（令和６年

度：約４,８３６万円（広島市経済観光局農林水産部農政課調べ））が発生していることから、

鳥獣による被害を防止する対策も必要になっています。 
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５ 交通渋滞 

本市では、交通量の多い主要な幹線道路を中心に交通渋滞が発生しています。 

交通渋滞は、物流等の経済活動、市民の移動等に悪影響を及ぼすだけでなく、自動車排出

ガスによる大気汚染等の環境問題にもつながっていることから、交通渋滞の解消に向けた取

組を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９  交通量が多い地点 

資料 広島市道路交通局道路部道路計画課（令和５年４月時点の路線図） 
 
番号 路線名 観測地点 交通量（台/日） 
① 一般国道２号 広島市西区井口台一丁目 90,171 
② 一般国道２号 西区高須三丁目 89,775 
③ 一般国道２号 西区井口四丁目 87,125 
④ 一般国道２号 西区高須三丁目 84,366 
⑤ 市道西５区観音井口線 西区扇一丁目 82,167 
⑥ 一般国道２号 西区田方一丁目 78,812 
⑦ 一般国道５４号 東区牛田新町三丁目 77,452 
⑧ 一般国道２号 佐伯区皆賀二丁目 77,066 
⑨ 一般国道２号 南区青崎二丁目 72,526 
⑩ 一般国道２号 佐伯区三宅三丁目 71,710 

資料 国土交通省「令和３年度 道路交通センサス」  
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⑦ 

国道 

高速道路等（山陽自動車道、広島自動車道、広島呉道路及び広島高速道路。破線は未供用。） 
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６ 大気汚染 

本市では、市内に一般環境大気測定局（一般局）を７か所、自動車排出ガス測定局（自排

局）を４か所設置し、大気の汚染の状況を常時監視しています。 

大気汚染物質のうち、二酸化硫黄、二酸化窒素、一酸化炭素、ＰＭ２．５（微小粒子状物

質）及び浮遊粒子状物質については環境基準が達成されていますが、光化学オキシダントに

ついては環境基準が達成されていないことから、引き続き、大気質の維持向上を図る必要が

あります。 

 

表３ 大気汚染に係る環境基準達成率の推移 

区 分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

二酸化硫黄 一般局 100％ 
(4 局) 

100％ 
(4 局) 

100％ 
(4 局) 

100％ 
(4局) 

100％ 
(4 局) 

二酸化窒素 

一般局 
100％ 
(7 局) 

100％ 
(7 局) 

100％ 
(7 局) 

100％ 
(7局) 

100％ 
(7 局) 

自排局 
100％ 
(4 局) 

100％ 
(4 局) 

100％ 
(4 局) 

100％ 
(4局) 

100％ 
(4 局) 

一酸化炭素 自排局 
100％ 
(2 局) 

100％ 
(2 局) 

100％ 
(2 局) 

100％ 
(2局) 

100％ 
(2 局) 

浮遊粒子状物質 

一般局 
100％ 
(7 局) 

100％ 
(7 局) 

100％ 
(7 局) 

100％ 
(7局) 

100％ 
(7 局) 

自排局 
100％ 
(4 局) 

100％ 
(4 局) 

100％ 
(4 局) 

100％ 
(4局) 

100％ 
(4 局) 

ＰＭ２．５ 
（微小粒子状物質） 

一般局 
100％ 
(7 局) 

100％ 
(7 局) 

100％ 
(7 局) 

100％ 
(7局) 

100％ 
(7 局) 

自排局 
100％ 
(4 局) 

100％ 
(4 局) 

100％ 
(4 局) 

100％ 
(4局) 

100％ 
(4 局) 

光化学オキシダント 一般局 
0％ 

(0/7 局) 
0％ 

(0/7 局) 
0％ 

(0/7 局) 
0％ 

(0/7局) 
0％ 

(0/7 局) 

資料 広島市環境局環境保全課 

 

【環境基準とは】 

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準として、公害対策の実施に当た
り、行政上の目標として定められるものであり、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、騒音について定められて
います。 

【二酸化窒素(NO2)とは】 

高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、酸性雨及び光化学オキシダントの原因物質になると言われていま
す。 

【浮遊粒子状物質(SPM)とは】 

大気中に長時間滞留し、高濃度で肺や気管等に沈着して呼吸器に影響を及ぼします。 

【光化学オキシダント(Ox)とは】 

いわゆる光化学スモッグの原因となり、高濃度では粘膜を刺激し、呼吸器への影響を及ぼすほか、農作物
など植物への影響も観察されています。 

【二酸化硫黄(SO2)とは】 

高濃度で呼吸器に影響を及ぼすほか、森林や湖沼などに影響を与える酸性雨の原因物質になると言われて
います。 

【一酸化炭素(CO)とは】 

血液中のヘモグロビンと結合して、酸素を運搬する機能を阻害する等の影響を及ぼすほか、温室効果ガス
である大気中のメタンの寿命を長くすることが知られています。 

【微小粒子状物質(PM2.5)とは】 

粒径が2.5μm以下と小さな粒子であるため、肺の奥まで入りやすく、肺がん、呼吸器への影響に加え、循
環器系への影響が懸念されています。 
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７ 水質汚濁 

本市では、国や県と共同して公共用水域（河川・海域）の水質等の調査を実施しています。 

公共用水域の水質状況は、人の健康の保護に関する項目（重金属、有機溶媒等の有害物質

に関する項目）については、全ての地点で全項目環境基準が達成されている状況が続いてい

ます。生活環境の保全に関する項目（ＢＯＤ、ＣＯＤ等の有機汚濁に関する項目）について

は、河川は全ての水域で環境基準が達成されていますが、海域は全ての水域で環境基準が達

成されていない状況が続いています。このことから、引き続き、水質の維持向上を図る必要

があります。 

 

表４ 水質汚濁に係る環境基準達成率の推移 

区 分 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 

人の健康の保護
に関する項目 

河川 
100％ 

(27地点) 
100％ 

(27地点) 
100％ 

(27 地点) 
100％ 

(27 地点) 
100％ 

(27 地点) 

海域 
100％ 
(8地点) 

100％ 
(8地点) 

100％ 
(8 地点) 

100％ 
(8 地点) 

100％ 
(8 地点) 

生活環境の保全
に関する項目 

河川 
(ＢＯＤ) 

100％ 
(20水域) 

100％ 
(20水域) 

100％ 
(20 水域) 

100％ 
(20 水域) 

100％ 
(20 水域) 

海域 
(ＣＯＤ) 

0％ 
(0/4水域) 

0％ 
(0/4水域) 

0％ 
(0/4 水域) 

0％ 
(0/4 水域) 

0％ 
(0/4 水域) 

資料 広島市環境局環境保全課 

 

 
 

【ＢＯＤ(生物化学的酸素要求量)とは】 

河川の代表的な水質指標で、バクテリアが一定
時間内（通常 20℃5 日間)に水中の有機物を酸化・
分解するのに必要な酸素の量です。値が高いほど
有機物等が多量に含まれており、汚濁度が高いこ
とを示します。 

【ＣＯＤ(化学的酸素要求量)とは】 

 海域の代表的な水質指標で、酸化剤により水中
の有機物を酸化・分解するのに必要な酸素の量で
す。値が高いほど有機物等が多量に含まれてお
り、汚濁度が高いことを示します。 
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８ 廃棄物排出量の増加 

⑴ 一般廃棄物（ごみ） 

本市におけるごみ排出量は、令和２年度以降減少傾向にあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

図１０ 本市におけるごみ排出量の推移 

資料 広島市環境局業務部業務第一課 

注 令和３年８月からの大雨に伴う災害廃棄物を除きます。 

 

⑵ 産業廃棄物 

本市における産業廃棄物排出量及び産業廃棄物最終処分量はほぼ横ばいで推移しており、

産業廃棄物の減量等に取り組む必要があります。 

また、最終処分されている産業廃棄物の中には依然としてリサイクル可能なものが含ま

れていること等から、引き続き、そのリサイクル等に取り組む必要があります。 

 

表５ 本市における産業廃棄物排出量等 

（単位：万ｔ/年） 

区 分 平成25年度 平成30年度 

産業廃棄物排出量 213.1 213.7 

産業廃棄物最終処分量 8.9 9.3 

資料 広島市環境局業務部産業廃棄物指導課 

年度 

（万ｔ/年） （ｇ/人日） 
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９ 温室効果ガス排出量等 

本市における令和４年度の温室効果ガス排出量（二酸化炭素（ＣＯ２）換算）は６４６．８

万トンで、基準年度である平成２５年度と比べて２６．５％の減となっています。 

その主な要因は、民生部門（家庭部門・業務部門）が減少したことによるものです。なお、

１人当たりの温室効果ガス排出量は５．４６トンで、基準年度比で２６．３％の減となって

います。 

また、本市における令和４年度のエネルギー使用量は２６１．３万ｋℓ で、基準年度と比べ

て１３．８％の減となっており、すべての部門で減少しています。なお、１人当たりのエネ

ルギー使用量は２．２１ｋℓで、基準年度比で１３．７％の減となっています。 

このように、近年、本市の温室効果ガス排出量等は減少傾向にありますが、本市に甚大な

被害をもたらした平成２６年８月及び平成３０年７月の豪雨と地球温暖化との関連が指摘さ

れるなど、地球温暖化の進行は深刻さを増しており、引き続き、温室効果ガスの排出削減に

取り組む必要があります。 

 

 

図１１ 本市における温室効果ガス排出量（ＣＯ２換算）の推移 

資料 広島市環境局温暖化対策課 

注 令和５年度の温室効果ガス排出量（ＣＯ２換算）は速報値です。 
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図１２ 本市におけるエネルギー使用量（原油換算）の推移 

資料 広島市環境局温暖化対策課 

 注 令和５年度のエネルギー使用量（原油換算）は速報値です。 

 

＜参考：中国電力株式会社の二酸化炭素排出係数の推移＞              

 

 

  

 

 

(注1) 下段の値は平成25年度(2013年度)比の増減率を示しています。 

(注2) 令和5年度(2023年度)からは、従来（令和4年度(2022年度)まで）の方法で算定された二酸化炭素排出係

数に、小売電気事業者が調達した非化石証書等の環境価値を反映させた二酸化炭素排出係数としています。 

 

 

(単位：トン-CO2/千kWh)

区　　分
平成25年度

(2013年度)

令和元年度

(2019年度)

令和2年度

(2020年度)

令和3年度

(2021年度)

令和4年度

(2022年度)

令和5年度

(2023年度)

0.719 0.561 0.531 0.529 0.537 0.511

▲22.0% ▲26.1% ▲26.4% ▲25.3% ▲28.9%

二酸化炭素排出係数

(中国電力株式会社）
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１０ 気候変動 

⑴ 気温の長期変動 

本市の年平均気温の推移を見ると、１００年当たり（統計期間：明治１２年（１８７９

年）～平成２４年（２０１２年））１．５１℃の割合で上昇しています。また、本市の真

夏日（日最高気温３０℃以上の日）及び冬日（日最低気温０℃未満の日）の年間日数につ

いて、昭和１１年（１９３６年）～昭和６２年（１９８７年）（広島地方気象台の観測場

所の移転がなく、単純比較が可能な期間）の長期変化傾向を見ると、真夏日は有意な変化

傾向は見られませんが、冬日は１９４０年代には平均約５３日でしたが、１９８０年代に

は平均約３４日に減少しています。 

このため、このような気温上昇による影響に対応するための取組を進める必要がありま

す。 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

図１３ 本市の年平均気温の推移 

資料 広島地方気象台 

注１ 折れ線（細線）はそれぞれの気温の年平均値を、折れ線（太黒線）は５年移動平均

を、直線（赤）（緑）（青）は長期変化傾向を示しています。 

注２ 広島地方気象台は 1935年 1月及び 1988年 1月に観測場所を移転したため、移転前の

観測データに、移転による影響を除去するための補正を行っています。 

 

 

図１４ 本市の真夏日及び冬日の年間日数の推移 

資料 気象庁 

注 棒グラフ（緑）は毎年の値、折れ線（青）は 5 年移動平均値を示しています。なお、観

測場所の移転によりその前後でデータが均質でない場合は横軸上に▲で示し、その前後の

5 年移動平均値は示していません。 
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⑵ 降水量の長期変動 

年降水量及び時間雨量が２０ｍｍ以上である日の年間日数については、有意な長期変

化傾向は見られないものの、時間雨量が３０ｍｍ以上である日の年間日数については、

１９８０年代以降微増傾向が見られます。 

このため、短時間強雨等に対応するための取組を進める必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１５ 本市の年降水量の推移 

資料 広島地方気象台「中国地方の気候変動」 

注 折れ線（青）は各年の値を、折れ線（紫）は５年移動平均を、直線（黒太）は

基準値（1981 年～2010 年）の平均値を示しています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１６ 本市の時間雨量が一定以上である日の年間日数の推移 

資料 広島地方気象台 

注 棒グラフ（青）は各年の値を、直線（緑）は長期変化傾向を示していま

す。  
  

(日) 

年 年 

(日) 


